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初再診料、外来診療料等の見直し 

 

１ 基本的考え方 
 

○ 病院及び診療所の初再診料の点数格差について、患者の視点から見ると、

必ずしも病院及び診療所の機能分化及び連携を推進する効果が期待できな

いのではないかとの指摘があることを踏まえ、所要の見直しを行う。 

 

○ 外来診療料について、糖代謝に係る他の検査の取扱いとの整合を図る観点

を踏まえ、包括範囲の見直しを行う。 

 

２ 具体的内容 
 

○ 初診料については、病院の評価を引き上げる一方、診療所の評価を引き下

げて、病院及び診療所の点数を統一する。 

 

○ 再診料については、病院の評価を引き下げる以上に診療所の評価を引き下

げて、病院及び診療所の点数格差を是正するとともに、継続管理加算を廃止

する。併せて、外来診療料について、再診料に係る評価の見直しに併せて評

価を引き下げる。 

 

○ 外来診療料については、血液形態・機能検査としてヘモグロビンＡ１Cが包

括されているが、ヘモグロビンＡ１Cと同時に実施した場合は主たるもののみ

算定するとされているフルクトサミン、グリコアルブミン、1,5-アンヒドロ

-Ｄ-グルシトールは包括されていないことから、外来診療料とは別に算定で

きて不合理であるとの指摘があることを踏まえ、他の診療報酬項目との整合

を図る観点から、ヘモグロビンＡ１Cを包括範囲から除外する。 

 

【 Ⅱ－２（初再診に係る評価について）－① 】 
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初診料 病院の場合    ２５５点   

    診療所の場合   ２７４点   

 

 

再診料 病院の場合     ５８点 → ５７点 

    診療所の場合    ７３点 → ７１点 

  

・継続管理加算        ５点 → 廃止 

 

外来診療料         ７２点 → ７０点 

＊ ヘモグロビンＡ１Cを包括範囲から除外 

２７０点 
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紹介患者加算の廃止 

 

１ 基本的考え方 
 

○ 紹介患者加算に係る紹介率については、 

・ 医療機関の類型により、複数の算定式が存在すること 

・ 同一の病院であっても医療法上の算定式に基づく紹介率と診療報酬上の

算定式に基づく紹介率とが存在すること 

・ 救急医療を積極的に取り組むほど紹介率が低下すること 

など、必ずしも合理的でないとの指摘がある。 

 

○ また、紹介患者加算については、紹介率等に応じて６区分に細分化されて

いて複雑な体系となっており、また、医療機関の機能分化・連携に対して必

ずしも十分寄与していないのではないかとの指摘もあることから、初診料の

紹介患者加算を廃止する。 

 

２ 具体的内容 
 

○ 初診料に係る病院紹介患者加算を廃止するとともに、併せて診療所紹介患

者加算を廃止する。その際、特定機能病院及び地域医療支援病院については、

医療法上、紹介率に着目して承認要件が定められていることを踏まえ、入院

料等において別途評価を行う。 

【 Ⅱ－２（初再診に係る評価について）－② 】 
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同一医療機関・同一日の複数診療科受診時の評価 

 

１ 基本的考え方 
 

○ 同一医療機関において、同一日に複数の診療科を受診した場合は、初診料

又は再診料を１回のみ算定することとされているが、診療に要する費用、他

医療機関の受診との整合性、効率的な医療提供、患者の便益等の観点から、

同一医療機関における同一日の複数診療科受診について評価を行うことと

する。 

 

２ 具体的内容 
 

○ 同一医療機関において、同一日に複数の診療科を受診した場合は、２つ目

の診療科の初診に限り、所定点数の１００分の５０に相当する点数を算定す

ることとする。 
  

＊ なお、総合診療外来等については、１つ目の診療科とはみなさない。 

＊ ２つ目の診療科の初診については、加算点数は算定できない。 

【 Ⅱ－２（初再診に係る評価について）－③ 】 
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【Ⅱ－２（患者の視点等／分かりやすい診療報酬体系）－①】 

再診料及び外来管理加算について 
骨子【Ⅱ－２－(1)】 

第１ 基本的な考え方 

 

１．患者の納得、分かりやすさという観点から、これまでも病院と診療所

の初診料の統一等を行ってきたが、今回改定では再診料についても病診

の統一を行う。具体的水準については、財源制約の下で診療所の再診料

を一定程度下げることにより対応せざるを得ないが、一方で再診料は診

療所にとっては収入の１割を占める基本料的な性格を持つものであるこ

と等も考慮し、69 点で統一する。 

 

２．外来管理加算の算定要件における時間の目安（いわゆる５分ルール）

については廃止する。一方、このルールが設けられた趣旨である「懇切

丁寧な説明に対する評価」をより明確化する観点から、別途要件を追加

する。 

上記の要件の見直しを行うこと、及び次期改定において再診料との関

係も含め、本加算の在り方を検討することを前提に、現行の点数（52 点）

は据え置く。 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．病院と診療所の再診料を統一する。 

 

現 行 改定案 

【再診料】 

１ 病院の場合     60 点 

２ 診療所の場合    71 点 

【再診料】 

           69 点 ○改  

 

２．外来管理加算の算定要件について、概ね５分以上という時間の目安は

廃止する。なお、引き続き、懇切丁寧な説明については要件とするとと

もに、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっ

ては、外来管理加算を算定できないこととする。 
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具体的な通知の改定案は以下のとおり。 

現 行 改定案 

【外来管理加算】                52点 

[算定要件] 

１ 外来管理加算を算定するに当たって

は、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察

（視診、聴診、打診及び触診等）を行い、

それらの結果を踏まえて、患者に対して

症状の再確認を行いつつ、病状や療養上

の注意点等を懇切丁寧に説明するととも

に、患者の療養上の疑問や不安を解消す

るため次の取組を行う。 

 

[提供される診療内容の事例] 

①問診し、患者の訴えを総括する 

「今日伺ったお話では、『前回処方

した薬を飲んで、熱は下がったけれ

ど、咳が続き、痰の切れが悪い。』

ということですね。」  

②身体診察によって得られた所見及び

その所見に基づく医学的判断等の説

明を行う。 

「診察した結果、頸のリンパ節やの

どの腫れは良くなっていますし、胸

の音も問題ありません。前回に比べ

て、ずいぶん良くなっていますね。」 

③これまでの治療経過を踏まえた、療

養上の注意等の説明・指導を行う。 

「先日の発熱と咳や痰は、ウイルス

による風邪の症状だと考えられます

が、○○さんはタバコを吸っている

ために、のどの粘膜が過敏で、ちょ

っとした刺激で咳が出やすく、痰が

【外来管理加算】               52点 

[算定要件] 

２ 外来管理加算を算定するに当たって

は、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察

（視診、聴診、打診及び触診等）を行い、

それらの結果を踏まえて、患者に対して

症状の再確認を行いつつ、病状や療養上

の注意点等を懇切丁寧に説明するととも

に、患者の療養上の疑問や不安を解消す

るため次の取組を行う。 

 

[提供される診療内容の事例] 

①問診し、患者の訴えを総括する。 

「今日伺ったお話では、『前回処方

した薬を飲んで、熱は下がったけれ

ど、咳が続き、痰の切れが悪い。』

ということですね。」 

②身体診察によって得られた所見及び

その所見に基づく医学的判断等の説

明を行う。 

「診察した結果、頸のリンパ節やの

どの腫れは良くなっていますし、胸

の音も問題ありません。前回に比べ

て、ずいぶん良くなっていますね。」 

③これまでの治療経過を踏まえた、療

養上の注意等の説明・指導を行う。 

「先日の発熱と咳や痰は、ウイルス 

による風邪の症状だと考えられます

が、○○さんはタバコを吸っている

ために、のどの粘膜が過敏で、ちょ

っとした刺激で咳が出やすく、痰が
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なかなか切れなくなっているようで

す。症状が落ち着くまで、しばらく

の間はタバコを控えて、部屋を十分

に加湿し、外出するときにはマスク

をした方が良いですよ。」 

④患者の潜在的な疑問や不安等を汲

み取る取組を行う。 

「他に分からないことや、気になるこ

と、ご心配なことはありませんか。」 

 

２ １に規定する診察に要する時間とし

て、医師が実際に概ね５分を超えて直接

診察を行っている場合に算定できる。こ

の場合において、診察を行っている時間

とは、患者が診察室に入室した時点を診

察開始、退室した時点を診察終了時間と

し、その間一貫して医師が患者に対して

問診、身体診察、療養上の指導を行って

いる場合の時間に限る。また、患者から

の聴取事項や診察所見の要点を診療録

に記載する。併せて、外来管理加算の時

間要件に該当する旨の記載をする。 

 

３ 投薬は本来直接本人を診察した上で

適切な薬剤を投与すべきであるが、やむ

を得ない事情で看護に当たっている者

から症状を聞いて薬剤を投与した場合

においても、再診料は算定できるが、外

来管理加算は算定できない。 

なかなか切れなくなっているようで

す。症状が落ち着くまで、しばらく

の間はタバコを控えて、部屋を十分

に加湿し、外出するときにはマスク

をした方が良いですよ。」 

④患者の潜在的な疑問や不安等を汲み

取る取組を行う。 

「他に分からないことや、気になるこ

と、ご心配なことはありませんか。」 

 

２ 診察に当たっては、１に規定する項目

のうち、患者の状態等から必要と思われ

るものを行うこととし、必ずしも全ての

項目を満たす必要はない。また、患者か

らの聴取事項や診察所見の要点を診療

録に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 投薬は本来直接本人を診察した上で

適切な薬剤を投与すべきであるが、やむ

を得ない事情で看護に当たっている者

から症状を聞いて薬剤を投与した場合

においても、再診料は算定できるが、外

来管理加算は算定できない。また、多忙

等の理由により、投薬のみの要請があ

り、簡単な症状の確認等を行ったのみで

継続処方を行った場合にあっては、外来

管理加算は算定できない。 
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【Ⅱ－２（患者の視点等／分かりやすい診療報酬体系）－②】 

地域医療貢献に対する評価 
骨子【Ⅱ－２－(1)】 

第１ 基本的な考え方 

 

患者にとって、日常的な診療や健康管理等を行ってくれる診療所の存

在は重要であり、特に夜間も含め、急病等の際にいつでも相談に応じて

くれる診療所のニーズは高い。 

健康上の不安等を気軽に相談できるだけでなく、患者からの休日・夜

間の問い合わせに対応可能な診療所を評価する。 

なお、このような患者からの休日・夜間の問い合わせを受ける診療所

を評価することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少も

考えられることから、病院勤務医負担軽減につながることも期待される。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

患者の体質や病歴、健康状態を常に把握し、患者からの問い合わせや

受診に応じ、必要に応じて専門医を紹介する等の対応を行う診療所を評

価する再診料の加算を新設する。 

 

 地域医療貢献加算    ３点 

 

[算定要件] 

休日・夜間に、患者からの問い合わせや受診等に対応可能な体制を確保してい

る場合に再診料に加算する。 

[施設基準] 

当該診療所において、患者からの電話問い合わせに対し、標榜時間以外も対応

を行う体制を有していること。 

  

○新  
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